
広告契約書 
 

 

〇〇〇〇〇〇（以下「甲」という。）とリュウズ合同会社（以下「乙」という。）は，乙が所有する側車付

二輪自動車（通称“トゥクトゥク”，以下「トゥクトゥク」という。）に掲載する甲の広告に関して，以下の

とおり契約を締結する。 

 

第１条（本契約の目的） 

 甲は，乙に対して，次条に規定する広告（以下「本件広告」という。）の掲載・維持管理を委託し，乙は，

これを受託した。 

第２条（内容） 

 本件広告の内容は，以下のとおりとする。 

 枠：乙が有するトゥクトゥク（自動車登録番号：愛媛Ｃあ９９４３）のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ・Ｈ   

 寸法：添付資料のとおり  

デザイン：甲の負担と費用において，乙の指定業者（業者名：コープデザインラボ 代表 若松 和之 所

在地:松山市東石井６－１４－２０ ＴＥＬ０９０－１７１７－６７９８，以下「コープデザインラボ」とい

う。）にデザインを依頼する。また，外側（屋根Ｅ・Ｆ）は，甲の負担と費用において，コープデザインラボ

に，下地のデザインを依頼する。なお，内容・デザインについては，公序良俗に反しないものとし，乙が，

これに反すると判断したものについては，掲載を拒むことができる。 

製作：甲の負担と費用において，コープデザインラボに製作を依頼する。また，外側（屋根Ｅ・Ｆ）は，

甲の負担と費用において，下地の製作を依頼し，契約時に下地の撤去費用も支払う。 

第３条（契約期間） 

 契約期間は，令和 年 月 日から令和 年 月末日までとする。また，甲が，左記の契約開始時期を早

めたい場合は，その月の日数で日割計算（小数点第一位を四捨五入）し，本契約を開始することができる。

なお，左記期間の経過の１ヶ月前までに，双方から契約終了の申し出が無い場合は，契約期間を１年間，同

条件で継続するものとし，以後も同様とする。 

第４条（料金） 

 掲載加入金及び解約手数料は０円とし，掲載料について外側（客席側面Ａ・Ｂ・Ｃ）は，１ヶ月あたり一

律５，５００円（税込），外側（背面Ｄ）は，１ヶ月あたり１６，５００円（税込），外側（屋根Ｅ・Ｆ）は，

１ヶ月あたり一律１１，０００円（税込），外側（運転席側面Ｇ・Ｈ）は，１ヶ月あたり一律２，７５０円（税

込）とする（乙仕様のＨＰ掲載料を含む）。また，甲は，毎月末日までに，翌月分の掲載料を乙指定の口座へ

振込（年払い等の先払い可）にて支払い，振込手数料は，甲の負担とする。なお，掲載料の課金開始日は，

掲載初日とし，その月の日数で日割計算（小数点第一位を四捨五入）する。このほか，消費税が変動した場

合は，それに伴い掲載料の消費税も変動する。 

振込先 愛媛信用金庫 本店営業部 普通預金 １２２７３５２ 

愛媛銀行   立花支店  普通預金 ３８１４１３３ 

伊予銀行   立花支店  普通預金 １５１６０７９  

口座名義人   リュウズ合同会社 代表社員 大野 直史（オオノ ナオフミ） 

第５条（効果） 

 本件広告により，どれほどの反響・広告効果が見込まれるか予測できない。これらの事情を，甲は理解し，

本件広告を申し込むものであり,反響が無くとも，乙は一切の損害賠償責任を負わない。 

第６条（内容変更） 

 甲は，掲載期間中，本件広告の内容を変更することができる。また，その場合も，第２条（内容）を適用

する。 

第７条（破損等） 

 天変地異，その他乙の責に帰すべからざる事由による本件広告の破損，修復については，甲の負担とする。 

第８条（印紙の負担区分） 

 甲及び乙は，各自が保有する本件広告に，その負担において法令所定の印紙を貼付する（印紙代２００円

を折半）。 

 

２００円 

  



第９条（権利譲渡の禁止）  

甲は，乙の同意なしに，本契約上の地位または権利を第三者に譲渡することができない。 

第１０条（法令遵守） 

 乙は，本件広告の掲載にあたり，関連法令を遵守する。 

第１１条（解約） 

 甲又は乙の一方が，契約期間満了の１ヶ月前までに相手方に申し出ることにより，本契約は終了する。ま

た，精算方法は，月割精算とする。そして，年払い等の先払いをしている場合は，その部分を除いて，経過

していない掲載料を返還する。なお，甲の申し出により本契約を終了する場合は，甲の負担と費用において，

乙の申し出により本契約を終了する場合は，乙の負担と費用において，本契約終了までに原状回復する。 

第１２条（本契約の終了） 

 トゥクトゥクの破損により，本件広告の掲載が継続できない場合は，その時点で本契約を終了し，その１

ヶ月分の掲載料を精算し，乙が，甲に返還する。また，その精算方法は，走行不能となった期間をその月の

日数で日割精算（小数点第一位を四捨五入）する。そして，年払い等の先払いをしている場合は，経過して

いない期間の掲載料を返還する。さらに，甲の請求日を起算日とし，乙は，甲指定の口座へ７日以内に振込

にて支払う。なお，振込手数料は，乙の負担とする。 

第１３条（本契約の解除） 

甲が，掲載料の支払いを遅滞した場合や社会的信用を著しく失墜するような行為をした場合，乙は，甲に，

催告その他何らの手続を要することなく，本契約を解除することができる。そして，甲の承諾なしに乙は，

本件広告を処分することができる。また，その処分費用及びそれに係る費用，本件広告の製作費用及びそれ

に係る費用は，甲の負担とし，甲に損害が生じたとしても，乙は，甲に一切の損害賠償責任を負わない。 

第１４条（反社会的勢力の排除） 

 甲及び乙は，それぞれ相手方に対し，次の各号を確約する。また，確約に反した場合には，甲及び乙は，

何らの催告をせず，本契約を解除することができる。 

１．自らが，暴力団，暴力団関係企業，総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成（以下総称して「反

社会的勢力」という）ではないこと。 

２．自らの役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者をいう）が反社会的勢力では

ないこと。 

３．反社会的勢力に自己の名義を利用させ，この契約を締結するものでないこと。 

第１５条（レンタル）  

甲は，乙の所有するトゥクトゥクを予約のうえ，借りることができる（利用方法は添付資料「側車付二輪

自動車（通称トゥクトゥク）の利用にあたって」を参照）。 

第１６条（誠実協議義務） 

 本契約書に定めのない事項については，民法他日本国の法律に従い，甲乙間で誠実に協議をし，決するも

のとする。 

 

 甲及び乙は，契約の成立を証するため本契約書を１通作成し，署名（スタンプ可）捺印のうえ，乙が原本

を，甲は，そのコピーを保有する。 

令和 年 月 日 

      甲 

主たる事務所                             

商号又は名称                               認印 

      乙 

主たる事務所 愛媛県松山市立花一丁目１０番５号                 

商号又は名称 リュウズ合同会社 代表社員 大野 直史      認印 



 


